
 

「能登半島地震復興支援ファンド」の設立及び「能登産業復興相談センター」の開設について 

（令和 6 年能登半島地震による被災事業者の二重債務問題対応） 

令和 6 年 3 月 29 日 

内閣府・金融庁・中小企業庁 

 

株式会社地域経済活性化支援機構（以下「REVIC」という。）及び独立行政法人中小企業基盤

整備機構（以下「中小機構」という。）は、令和 6 年能登半島地震で被災した事業者の二重債務問

題に対応するため、石川県や地域金融機関等と共同で「能登半島地震復興支援ファンド」を設立

します。 

これに伴い、4 月 1 日（月）に公益財団法人石川県産業創出支援機構内に「能登産業復興相談

センター」を開設し、同日より、能登半島地震における被災事業者への復旧・復興に向けた資金繰

り支援を始めとする各種相談対応を開始します。また、4 月 2 日（火）に相談センターの開所式を

行います。 

 

【概要】 

１．「能登半島地震復興支援ファンド」の設立について 

REVIC及び中小機構は、「被災者の生活と生業（なりわい）支援のためのパッケージ」（令和 6年

1 月 25 日 令和６年能登半島地震非常災害対策本部決定）を踏まえ、石川県や地域金融機関等

と共同で「能登半島地震復興支援ファンド」（以下「ファンド」という。）を設立します。ファンド総額は

100 億円となります。詳細は別紙をご参照ください。 

 また、株式会社北國フィナンシャルホールディングスの子会社である株式会社 QR インベストメン

ト及び REVIC の子会社である REVIC キャピタル株式会社は、双方が有するノウハウを拠出し、フ

ァンド運営を担う専業会社「のと復興支援株式会社」を共同で設立しております。 

 

２．「能登産業復興相談センター」の開設について 

（1）開設の趣旨 

コロナ融資等の既往債務が負担となって新規資金調達が困難となる等のいわゆる二重債務問

題への対応に関して、被災事業者への復旧・復興に向けた資金繰り支援を始めとする各種相談

体制を構築し、ファンドでの債権買取支援等につなげるために能登産業復興相談センター（以下

「相談センター」という。）を公益財団法人石川県産業創出支援機構内に開設し、同機構が運営し

ます。 

 

（2）開設場所 

七尾商工会議所内 3 階 302 会議室 

所在地：石川県七尾市三島町 70-1 電話：0767-58-5008 

（注）今後、奥能登地域にも相談窓口を開設予定。 

 

 



（3）主な業務内容 

1．ワンストップ相談窓口業務（関係支援機関・支援施策の紹介等） 

2．事業計画・再生計画の策定支援 

3．ファンドによる債権買取等の支援 

 

（4）今後のスケジュール 

4 月 1 日（月） 相談センターを開設、相談対応開始 

4 月 2 日（火） 七尾商工会議所において開所式を開催 

 

 

（本発表のお問い合わせ先） 

内閣府地域経済活性化支援機構担当室 

担当者：渡辺、伊藤 

電話：03-3506-6655 

 

金融庁監督局銀行第二課 

担当者：髙岡、渡辺 

電話：03-3506-6000（内線 3591） 

 

中小企業庁事業環境部金融課長 神﨑 

担当者：茨木、遠藤、川島 

電話：03-3501-1511(内線 5271) 

03-3501-2876(直通) 

FAX：03-3501-6861 



＜別紙＞ 

 

【能登半島地震復興支援ファンドの概要】 

名称 能登半島地震復興支援ファンド投資事業有限

責任組合 

（通称：能登半島地震復興支援ファンド） 

ファンド総額 100 億円 

組合員構成・出資予定額 REVIC 及び中小機構： 7,900 百万円 

石川県： 500 百万円 

地域金融機関等： 1,600 百万円 

（出資金融機関等：北國銀行、北陸銀行、興能

信用金庫、のと共栄信用金庫、石川県信用保

証協会、商工組合中央金庫、のと復興支援） 

存続期間 15 年間（最大 3 年間の延長が可能） 

業務運営者 のと復興支援株式会社 

支援対象となり得る事業者 輪島市・珠洲市・七尾市・能登町・穴水町・志

賀町に所在する中小企業・小規模事業者等で

あって、令和 6 年能登半島地震で被災した事

業者 

 

 

【のと復興支援株式会社の概要】 

名称 のと復興支援株式会社 

所在地 石川県金沢市武蔵町 1 番 16 号 

事業内容 上記ファンドの運営 

資本金 30 百万円 

決算期 3 月 

出資者 
株式会社 QR インベストメント 

REVIC キャピタル株式会社 

 


